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令和８年　第１回八頭町議会臨時会　提案理由  

 

令和８年１月１６日 

 

議案第１号 

八頭町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

昨年の１２月８日、人事院勧告に伴う、給与法の改正が閣議決定され、「一般職の職員

の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が、国会において１２月１６日に成立しました

ので、この度、条例の改正を行おうとするものです。 

勧告の主なものを申し上げますと、給料表の改定率は、平均３.３パーセントのアップで、初

任給をはじめ若年層に重点をおいて改定し、期末・勤勉手当の支給月数につきましては、期

末手当の月数２.５２５月、勤勉手当の２.１２５月分を合わせて、年間４.６５月となります。 

給料表につきましては、令和７年４月１日に、また、期末手当、勤勉手当も、支給月分を

調整し、遡及して改定を行うものです。 

なお、令和８年４月１日からの施行として、期末・勤勉手当につきまして、引上げ分の０.０５

月分を、６月期と１２月期へ均等に配分し、それぞれ２.３２５月となります。 

また、通勤手当支給額等の改定も併せて行うものです。 

 

議案第２号 

八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

人事院勧告の主な内容につきましては、議案第１号で申し上げたとおりですが、議会の議

員につきましても一般職に準じまして、期末手当の支給月数を０.０５月分引上げるため、条

例の改正を行おうとするものです。 

なお、引上げ分につきましては、令和８年４月１日施行として、６月期と１２月期へ均等に

配分し、それぞれ１.７５月としております。 

 

議案第３号 

八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

 

先程、提案いたしました議案第２号と同様の内容です。 

 

議案第４号 

令和７年度八頭町一般会計補正予算（第６号） 

　 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ、６,７６３万８千円を追加するもの

です。 

歳入の主なものを申し上げます。 

国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、１,０８０万円、社会資

本整備総合交付金、７２０万円、学校施設環境改善交付金、１,０９０万円余追加しており

ます。 
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町債は、県営ため池整備負担金事業債など、農林水産関係の町債、１,５６０万円、小

学校施設整備事業債、１,５３０万円を追加しました。 

次に歳出を申し上げます。 

人事院勧告に伴います職員給与費等、３,３３０万円余、町内事業者等に対する物価高

騰対応支援として、総務費は、若桜鉄道対策費、３００万円、商工費は、商工振興総務

費、７８０万円を追加しております。 

農林水産業費は、農業農村整備事業の県負担金、１,８５０万円余、土木費は、除雪対

策費、１,２００万円、教育費は、小学校管理運営費（防犯カメラ設置費用）、２,７７０万円

余を追加し、予備費で調整をしております。 

 

議案第５号 

令和７年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１０２万円を追加しよ

うとするものです。 

歳入は、一般会計からの繰入金、１０２万円、歳出では、人事院勧告に伴います職員給

与費等、１０２万円の増額をするものです。 

 

議案第６号 

令和７年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、７８万円を追加しよう

とするものです。 

歳入は、一般会計からの繰入金、７８万円、歳出では、人事院勧告に伴います職員給与

費等、７８万円、重層的支援体制整備事業に係る一般会計への繰出金、２１万円余を追

加し、予備費で調整をしております。 

 

 

議案第７号　 

令和７年度八頭町簡易水道事業会計補正予算（第３号） 

 

今回の補正は、収益的支出に係るものです。 

補正の内容は、人事院勧告に伴います職員給与費、７１万円の増額です。 

 

議案第８号　 

令和７年度八頭町下水道等事業会計補正予算（第３号） 

 

今回の補正は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の収益的支出に係るものであ

ります。 

補正の内容は、人事院勧告に伴います職員給与費、７６万円の増額です。


